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一般競争入札公告  
 

次のとおり一般競争入札に付します。  

令和 8年 6月 5日  

                                       支出負担行為担当官  

                                         東北総合通信局長  新田  隆夫  

 

◎調達機関番号  012  ◎所在地番号  04 

1 調達内容  

(1) 品目分類番号  26 

（ 2）調達件名及び予定数量  

仙台第 2 合同庁舎で使用する電気の調達  

①契約電力  365kW 

     ②予定使用電力量  623,700kWh 

（ 3）調達件名の特質等  仕様書による。  

（ 4）使用期間  令和 8 年 10 月 1 日から令和 9 年 9 月 30 日まで  

（ 5）供給場所  仙台第２合同庁舎  

（ 6）開札の日時及び場所   令和 8年 8月 5日（水） 14時  

仙台第２合同庁舎  東北総合通信局  14階会議室  

（ 7）入札方法   最低価格落札方式で行 う。  

入札金額は、各社において設定する契約電力に対する単価（ kW 単価、同一月におい

ては単一のものとする。）及び使用電力量に対する単価（ kWh 単価、同一月においては

単一のものとする。）を根拠（小数点以下を含むことができる。） とし、当局が提示する契

約電力及び予定使用電力量等に基づき算出した各月の対価の使用期間に対する総価を

入札金額とすること。  

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額（総価）に当該金額の 10％

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を
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切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の

100 に相当する金額を入札書に記載すること。  

ただし、燃料費調整額、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特

別措置法（平成 23 年法律第 108 号）に基づく賦課金は、入札金額に含めないものと

する。  

（ 8）本調達案件は、従来の紙による応札及び入開札手続と併せて、「電子調達システム

（ＧＥＰＳ） 」 を利用した応札及び入開札手続を使用するものとする。  

 

2 競争参加資格  

（ 1）予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条の規定に該当しない者

であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同

意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。  

（ 2）予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。  

（ 3）令和７ ・８ ・９年度総務省競争参加資格（全省庁統一資格） 「物品の販売 」にお

いて「Ａ 」又は「Ｂ 」等級に格付けされ、東北地域の競争参加資格を有する者 、又は当該

競争参加資格を有していない者で、入札書の受領期限までに競争参加資格審査を受け、

競争参加資格者名簿に登載された者であること。  

（ 4）電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第 2 条の 2 の規定に基づき小売電気事

業の登録を受けている者であること。  

（ 5）二酸化炭素排出係数及び環境への負荷の低減に関する取組の状況に関し、入札説明

書に掲げる入札適合条件を満たすこと。  

（ 6）総務省及び他府省等における指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中

でないこと。ただし、他府省等における処分期間については、総務省の処分期間を超過した

期日は含めない。  

（ 7）暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。  

（ 8）入札説明書の交付を受けた者であること。  
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（ 9）入札参加申込書及び競争入札に参加するために必要であると契約担当官等から判断 ・

指示された証明書等を受領期限までに提出した者であること。  

 

3 入札書等の提出場所  

（ 1）入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先  

〒980-8795 宮城県仙台市青葉区本町 3-2-23 仙台第 2合同庁舎  

東北総合通信局総務部財務課合同庁舎管理係  

電話 022-221-6621 

（ 2）入札説明書の交付方法  

本公告の日から「電子調達システム（ＧＥＰＳ） 」に掲載する。  

また、  本公告の日から上記 3(1)の場所にて交付する。  

（ 3）入札、開札の日時及び場所  

令和 8年 8月 5日（水） 14時  

仙台第２合同庁舎  東北総合通信局  14階会議室  

 

4 入札者に求められる義務  

（ 1）入札に参加を希望する者は、次に示す入札参加申込書等を令和 8 年 7 月 29 日

（水） 14 時までに上記 3(1)に示す場所に提出しなければならない。  

（期限を過ぎた場合は、無効 とする。郵送等する場合は、期限までに必着のこと。）  

①入札参加申込書（別記様式 1）  1 部  

②競争参加資格審査結果通知書の写し  1 部  

③電気事業法第 2 条の 2 の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であることを

証する書類の写し  1 部  

④適合証明書（別記様式 2）及び添付書類  １部  

⑤振込口座届（別記様式 5）  １部  

 

5 その他  
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（ 1）契約手続において使用する言語及び通貨  

日本語及び日本国通貨  

（ 2）入札保証金及び契約保証金   免除  

（ 3）入札の無効  

本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を

履行しなかった者の提出した入札書は、無効 とする。  

（ 4）契約書作成の要否   要  

（ 5）手続における交渉の有無   無  

（ 6）詳細は入札説明書による。  

 

6 Summary 

（ 1） Contract ing ent i ty:  Takao Ni t ta,  Director-Genera l of  Tohoku Bureau of  

Telecommunicat ions. 

（ 2） Class i f icat ion of  the serv ices to be procured: 26 

（ 3） Nature and quant i ty of  the products  to be purchased: E lectr ic i ty to 

be used in Sendai Second Jo int Government Bui ld ing. Contract Demand 

365kW. The est imated consumpt ion e lectr ic  power a year 623,700kWh. 

（ 4） Supply per iod: From 1 October 2026 through 30 September 2027.  

（ 5） Del ivery p lace: Sendai  Second Joint Government Bui ld ing 

（ 6） Language and currency which tender sha l l  use in tender ing  

procedures: Japanese and Japanese currency.  

（ 7） Qual i f icat ion for part ic ipat ing in the tender ing procedures: Suppl iers 

e l ig ib le for  part ic ipat ing in the proposed tender are those who shal l:   

①Not come under Art ic le 70 of  the Cabinet  Order concern ing the  

Budget,  Aud i t ing and Account ing.  Furthermore,  minors,  Person under  

Conservatorship or  Person under Ass istance that obta ined the consent 

necessary for conclud ing a contract may be appl icab le under cases of  
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specia l  reasons within the sa id c lause. 

②Not come under Art ic le 71 of  the Cabinet  Order concern ing the Budget,  

Audi t ing and Account ing.  

③Have Grade A or B "Sa le of  product"  in the Tohoku  area in terms of  the 

qua l i f icat ion for part ic ipat ing in tender by Min is try  of  Interna l Af fa irs and 

Communicat ions (s ingle qua l i f icat ion for every min is try  and agency) in 

the f isca l  years  2025, 2026 and 2027.  

④Have regis trat ion of  reta i l  e lectr ic i ty bus iness in accordance with Art ic le  

2-2, Sect ion 1 of  the Electr ic i ty  Ut i l i t ies  Industry  Law. 

⑤Fulf i l l  the requirements of  Carbon d iox ide emiss ion factor  and Ef forts  to 

reduc ing environmenta l load in the tender documentat ion.  

（ 8） Time l imit for  submiss ion of  tenders by e lectronic b idding system: 

14:00 5 August 2026.  

（ 9） Contact po int  for  the not ice:  Genera l Af fa irs Department Finance  

Sect ion,  Tohoku Bureau of  Te lecommunicat ions,  Sendai Second  

Jo int Government Bui ld ing 3-2-23 Honcho Aoba-ku Sendai-c i ty Miyagi,  

980-8795 Japan, TEL 022-221-6621.  


